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事務総局会議配布資料
(平成27． 2． 3総一印）

平成27会計年度における協識会等開催計画
(中央協議会等）
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1 長官，所長会同 6月17日

18日

、 2日 当面の司法行政上の賭問題 両観長官，地・家観所長 総務局 84人

2 長官事務打合せ 11月26

日 9 27日

2日 司法行
①

政上の諸問題 高殿長官 総務局 8人

合

3長官事務打合せ 3月10日 .1日 司法行政上の賭問題
●

b ◆

高裁長官 総務局 8人

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

面誠畢誘周量畢誘打合せ

高裁総務課長等事務打合せ 。

面識目願壷BE固争密寸』＝

人事関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

人事率務打合せ（高裁人事課長）

人事事務打合せ（高裁人事課長）

経理関係等事務打合せ(高裁事琴局次
長）

経理関係等事務

長）
打合せ（高裁事務局次

径理事務打合せ（高裁会計腺長）

経理事務打合せ（高裁会計畷長）

鯛停委員協醗会及び鯛停委員表彰式

民巫事件担当裁判官事務打合せ

未定（2回）

11月18日

11月11日

5月

1.0月

2月

9月

2.月

10月

2月

10月22日

7月9日

1日

1日

1日

2日

2日 。

2日

2日

2日

2日

2日

1日

1日

司法行政上の賭問題

”~李鰯圭巫”埋駆函融

審配官事務全般唖
三
絡概賎

人事行政等事務全般の連絡協躍

人事行政事務全般の連絡協醗

人事行政事務全般の連絡協睡

謹理行政等事務全般の連絡協躍

経理行政等事務全般の連絡協磯

隆理行政事務全般の連絡協醗

謹理行政事務全般の連
●

ら

鰭協臓

1鯛停制度の在り方に関し考阻すべき事項
2最高裁長官表彰

右陪嬬からみた部の擬能の活性化及び争点整理
の在り方

商裁事務局長

商裁の総務腺長及び文書企画官

高観の民事首席番記官及び刑事首席番配官

高鎮事務局次長

高殿人事腺長及び同隈企画官又は同腺牒長補佐
のうちいずれか1人

高観人事腺長及び同牒企画官又は同腺腺長補佐
のうちいずれか1人．

高裁事務局次長 ． ．

高或事務局次炎

高鋼会計腺長及び同畷企画官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

高観会計腺長及び同腺企画官又は同牒腺長補佐
のうちいずれか1人

民事鯛停委員，家事鯛停委員
｡

東京，碩浜， さいたま，千栞，大阪，京都，

戸，名古屋, ､広島，福岡，仙台，札幌，高松
び中小規模庁3庁の地裁裁判官各1 （東京，
阪は各2） （右陪席）

神

及
大

総務局

総務局

総務局

人事局

人事局

人事局

軽理局

漣理局

軽理局

姪理局

民事局．

家庭局

民事局

8人

16人

16人

8人

16人

16人

8人

8人

16人

16人

58人

18人
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1日

蓉罹寮'鴎＝ ‘

卿.､ .＃ 協蝿鍵｡Ⅷ ､_T' _ミー
禰栽所在地にめる各棚裁並びに械換， さいた
求，千菜，京都及び;仲戸各鮒栽の紬判官:L人並
びに上記簡裁を篠鮒する地哉の裁判官1人及び
同地織(東京，大阪，端古屋，福岡及び札幌を除
く）の民ﾘド首職聯紀鷲又は民辨孜席幣肥官のい
ずれかn人，東京節裁民事首席諜記官並びに大
阪，名古屋，福岡及び札幌の各怖裁首席称記官
］人

刑聯事件を担当する縦!|1ll官

:｜ ， 柵Ⅲ ’
16僻瀦判所民難聯件担当識判嘗銅蛎

甘

翰
. ．-' m 一．＝ー-~重 釦 『一二F65:~一吟 一

総溌蕊職藝露:;'竜: “
揃裁の民辨裁判における地裁との述脇の在り方
と役捌分胆について 、

月爾周腺’開艇峨期 総人偽
一一二一

39人11月ころ 民郡局

－

刑ｴI"F件担当裁判官協雛会 9月～10月 刑の一部執行猶予制度の導入等に関し考脳すべ
き事項 ．

1日 )|1IMI『局17 21人

首席家鰹裁判所洲査官ﾕIF務打合せ 5月 高裁の所椛地にある家裁の首席家庭裁判所澗査
官が行うWM盤鄭務に関し考賊1'､べきﾕl項

l 1I 揃栽所椛地にある家裁の背席家庭裁判所洲秀官 家庭局18 8人

2
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平成27会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）
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1 広報担当者協駿会 12月～翌年1月 0. 5日 1適時，適切な報道対応を行う上での留

意事項について（裁判員制度広報を含
む。 ）

2報道機関や一般国民に対し，迅速かつ
適切な情報提供を図り，充実した広報活動
を展開する上で考職すべき郵項（裁判員制
度広報を含む。 ）
3家庭裁判所における報道対応及び一般
広報について

1 高裁の総務腺長，同腺課長補佐及
び広報係長
2地裁及び家裁の総務腺長（小規模
庁等で地家裁のいずれか一方の総務課
長を総務（広報）担当腺長とする庁に
ついては，高戟の判断により，同腺長
のみを協議員とすることも可）

各商裁所在地から開催地

を選定予定（合同開催）
広報腺 124人

2 首席番記官等協継会 1月～2月 。 1日 替記官事務について，首席密妃官として考

慮すべき事項等
高地家裁の首席密妃官及び地家裁の部

総括裁判官（具体的な対象範囲は未
定）

各高裁所在地から開催地
を週定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人事関係事務協磯会 6月～7月 1日 人事事務の処理に関し考賦すべき事項 高鏡の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長

各高裁 人率局 116人

4 人事管理協織会 9月～10月 1日 人事管理上の賭問題 高裁の事務局次長及び人事腺長，地家
裁の事務局次長

各商譲所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130

人

5 経理関係事務協醗会 6月～7月 0． 5日 謹理事務の処理に関し考慮すべき事項 高裁の事務局次長及び会計課長，地家
鐘の事務局長

各高殿 経理局 111人

6 会計諜長協織会 1月～2月 1日 予算の適正執行及び効率的執行に関し，考
慮すべき事項

商裁の事務局次長，会計課長及び同腺
企画官，地家裁の会計課長

４
１
１

ﾄ高裁所在地から開悩地

と複数選定予定（合同開
間）

謹理局 77人

7 簡易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定

(6月～翌年3
月） ．

1日～

2日
簡観の鯛停制度及び司法委員制度の運用に
関し実務上考慮すべき事項 ‘

簡裁の裁判官及び帯記官，民事鯛停委

員，司法委員
各地裁 民事局 各地裁で

決定

8 新任民事鯛停委員研修
今
雪

各地裁で決定

(原則として4月
～7月）

2日 民事鯛停事件の処理に必要な基礎的知餓の
習得

新任民事鯛停委員 各地蛾 民事局 各地裁で

決定

9 新任民事

ス研究会
鯛停委員ケー 各地裁で決定（6

月～翌年3月）
1日 民事鯛停駆件の処理につき事例研究の方法

による実践的な知餓及び技術の習得
新任民事鯛停委員 各地戟 民零局 各地裁で

決定
10 民事關停委員研究会 各地裁で決定

（6月～翌
月）

年3
1日～

2日

民事

餓及
鯛停事件の処理につき必要な応用的知
び技術の習得

2年ないし3年程度の実務経験のある

民事鯛停委員
各地裁 民事局 各地裁で

決定

11 民事鯛停委員ケース研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
民事鯛停事件の処理につき事例研究の方法

による実践的な知職及び技術の習得
民事鯛停委員 各地裁 民率局 各地裁で

決定
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12 鯛停運営協雛会及び鯛

停委員表彰式
各商鍛で決定

(9月.～11月）
1日 1氏畢・家事鯛停の運営に関し考慰すべ

き事項
2高裁長官表彰

各地裁及び家殿管内の鯛停協会におい

て指導的地位にある閥停委員
各高裁 民癖局

家庭局
各高裁で

決定

13 濫定委員協礒会 開催する地裁で決
定
(6月～12月）

1日 借地非舩事件の処理に関し考慰すべき事項 東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開悩する地裁で決定 民事局

定
14 新任司法委員研修会 各地裁で決定

(1月～3.月）
0 5日 司法委員としての職務につき必要な基礎的

知餓の習得
新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定
15 司法委員研究会 各地殿で決定

(6月～翌年3
月）

1日～

2日
司法委員としての職務につき必要な実践的
知織及び技能の習得

司法委員 各地裁 民事局 各地誠で
決定

16 民事事件担当裁判官協

鰹会
12月～翌年1月 1日 民事師舩の審理運営（部の擬龍の活性化。

争点整理）等に関し考慮すべき事項
各高鍋の民事事件を担当する裁判官各

1人及び各地裁の民事事件を担当する
裁判官各1人（部総括）

各商裁（合同開催で3開

催，開催地未定）
民事局 58人

17 管財人等協雛会 各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

1日 倒産唖件の管財業務等の処理に関し考慮す
べき事項

破函事件の破産管財人，民事再生事件

の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局。 各地裁で
決定

18 民事執行事件及び倒
事件担当者等協雛会

産 10月～11月 0． 5日 1民事執行事件の更なる運用改善のために
取り組むべき事項
2倒産事件の適正処理に関し考慰すべき事
項

①各高我民事首席審配官1人

②各地裁の執行及び倒産担当の裁判官
1人．(執行，倒産を担当している部が
異なる場合には2人とすることも可）
③各地哉の民事首席書記官又は民事次
席番記官1人 ．

各高裁（合同開催）

4庁で実施予定
民事局 110人

（見込
み）

19 刑事率件担当裁判官協

鮭会
1月 1日 1裁判員制度の運用に関し考慮すぺき事項

2刑の一部執行猶予制度等の運用等につい
て

高・地鍛の裁判官 ､．ローI副”1函J 幾回率噂”

催（開催地は未定）
刑事局 68人

20 刑事睡定研究会 各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

0． 5日 刑…件の監定を巡る賭問題 学殿経験者並びに地鍛の鋼判官及び番
記官

各地殿 刑事局 各地裁で

決定

21 心神喪失者等医療観察

法関係研究協醗会
各地裁で決定

(10月～翌年.3
月）

0 5日 医線観察事件の処理上間題となる事項及び

実体的な判断の在り方に関して考慰すべき
事項

鯛神保露判定医及び精神保健参与員侯
補者並びに地裁の裁判官

各地裁 刑事局 各地裁で

決定

22 犯罪被害者等の腿かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各高裁で決定
（6月～翌年3
月）

0． 5日 犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏ま
え，犯罪被害者等の慨かれた立場，状況等
に関する理解を深めるための意見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有蹴

者等並びに高裁，同高銭管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高餓管内の各地家裁
から最低限裁判官，替肥官各1人に参
加してもらう予定）

各商載 刑事局

家庭局
各高裁で
決定
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23 法廷通駅基礎研修
ﾛ

各地鋼で決定

(4月～翌年3
月）

1日 法廷通訳謹験のない又は少ない初級レベル
の通駅人候補者等を対象とした法廷通訳に
必要な知餓・技龍の習得

通訳人候補者となることを希望し，か
つ，対象言賠の通駅人としての適性を
備えていると鰐められる者又は通駅人
候補者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

24 法廷通訳セミナー 各高裁で決定
(6月～翌年3
月）

2日 中級レベルの通訳人候補者を対象とした法
廷通訳に必要な知餓・技龍の習得

通訳人候補者並びに高銭及び開値地の
地裁の裁判官及び瞥肥官

査画誕膨Tf土畑1Lのo恥麺

（東京，大阪各高裁にお
ﾙ､ては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で
決定

25 法廷通駅フオローアッ
プセミナー

東京，大阪各高裁
で決定
（9月～翌年3
月）

2日 上級レベルの通訳人候補者を対象とした法

廷通駅に必要な知職・技能の習得
I因鄙モノ、涯価H召哩U,ヤー皐刀もウハ駆看向錘

及び東京，大阪各地裁の裁判官及び番
記官

東京，大阪各地裁 刑事局 各高毅で

決定

26 刀リッツー酉脾訊1J9画』”9凹壁

等に関する関係機関と
の連絡協雛会

各地裁で決定（1
月～2月）

1日 JUuUゾー画瞬翻q』9画-J言順留些v〃寺ノ、琴『造園し壱8巴

すべき事項（刑事事件担当裁判官協磯会
(ブロック番号19）の賎聡を踏まえて行
う）

地裁の裁判官（支部を含む） 9

官，弁醗士及び保醗観察所の職員
検察 各地裁 刑事局 官廻承晤

決定

27 簡易裁判所判事協躍会 2月 1日 1畑の一部釈行猶予刷嘆等の連用について

2令状事務の処理に関し考慰すべき事項
3その他刑事事件の処理に関し考愈すべき
事項

地裁本庁所在地の司掌簡裁判事1名，
刑事事件担当簡裁判事2名，開催地所
在の地裁判事1名

(一部合同開悩） ．

東京，大阪（大阪，高
Ｊ
１
松
幌

９
９

広島）

仙台（仙台，札
名古屋（名古屋，
9 福岡

刑事局 155人

28 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 0． 5日 検察審査会事務局事務について必要な知職
の取得及び実務上の諸問題の検討

地裁本庁所在地の検察審査会事務局長

（複数の検察審査会が股匝されている
場合には，第一検察審査会の事務局
長）

東京，大阪，名古屋，広
島，福岡，仙台，札幌，
商松

刑事局 50人

29 労働審判員研修会 各地銭で決定

(4月～6月）
1日 労働審判率件の処理に必要な基礎的知餓の

習得
新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

30 螢
ウマ働審判員研究会 各地裁で決定

(原則として9月
～12月）

1日 弱剛審判鵠1午の処埋に必要な専門岡知蹴の

習得
労働審判員 各地裁 行政局 各地錨で

決定

31 知的財産樋所舩研究会 10月～11月 0． 5日． …画才脚淫皿Ⅳr座！ｰ‐一V・足弓“ヲ＝、ご乗唖エ

の賭問題
刃』刷画誠”翫刊~日辿ひ1も不駆両誕9皐

京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁

界風向麺

(知財高裁）
行政局 22人
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32 知的財産栂関係事件担

当専門委員実務研究会
11月～12月 0． ．5日 知的財産栂関係事件における専門委員の関

与の在り方
』 河脚向“”函刊圓理U,Wｰ皐尿媒U，

大阪各地裁の知的財産櫓関係事件を担
当する裁判官
2知的財産樋関係事件を担当する専
門委員（知的財産楢関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催は知財高裁

果尿尚奴

(知財高裁）
行政局 知財高裁

で決定

33 新任家事鯛停委員研修
今
云

各家裁で決定
(原則として4月
～7月）

1日～

2日

家事鯛停事件の処理につき必要な基礎的知
職の習得

新任家事鯛停委員又はこれに率ずる家
事剛停委員

各家戟の本庁又は支部 家庭局 各家戴で
決定

の』

⑭五 家事調停委員研究会 各家裁で決定
(6月～翌年3
月）

1日～

･2日

家畢鯛得畢汗の処埋につさ1珍安な辱間”知

職の習得
家事鯛停委員
D P

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

35 家事鯛停委員ケース研
究会

菅率認噂吹に

(6月～翌年3
月）

1日～

2日

琢季嗣蒋季庁咳ノ狸墨『些一ユご筆ワリ叩U九Uジ”唾

による必要な知餓の習得
家事鯛停委員 。 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

36 家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定
(6月～翌年3
月）

1日～

2日

家事事件の処理に関し考慮すべき事項

◆ 今

家裁の裁判官及び番記官，家裁鯛査
官，家事鯛停委員，参与員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家殿で
決定

37 家事関
協鮭会
係擬関との浬耀 開催自体も各家裁

で決定
（5月～翌年3
月）

1日～

2日

家事事件の処理に関して連絡鯛整を要する
事項

家裁の裁判官及び番配官，家裁鯛査
官，福祉・医療関係その他の協錨事項
に関連する機関・団体の職員の中か
ら，各家裁の実情等を考慰して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

38 少年保謹関係
の連絡協駿会

擬関等と 開催自体も各家裁
で決定

(5月～翌年3
月）

1日～

3日

少年事件の取扱い上連絡鯛整を必要とする
事項

家裁の裁判官及び書配官，家裁鯛査
官，保護関係，教育関係及び蕃察関係
槻関の職員の中から，協磯事項，各庁
の実情等を考慮して遷定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

39 新任参与員研修会 各家裁で決定
(1月～3月）

1日～

2日

家事審判事件及び人事翫舩事件の処理につ
き必要な基礎的知職の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁で決定
■

■

家庭局 各家裁で
決定

40 参与員研究会 各家裁で決定
(6月.～翌年3
月）

1日～

2日

家事審判事件及び人事解舩事件の処理につ
き必要な専門的知餓の習得

参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

41 首席家庭裁判所調査官
協鮭会

1月～2月 1日

●

』 琴産…””l蜘垂回呼″脚畢李函ママｰ画し

考慮すべき事項
2首席家庭裁判所鯛査官の執務に関し考
虚すべき癖項

目”率唾錘刊”U脚章日 (合同開催）※予定
東京
阪（
屋（
岡（

(
(
(

(東京，仙台）
大阪，札幌） 、

名古屋，高松）
福岡．広島）

，大
名古
，福

家庭局 50人

42 件担当裁判官等 各高裁で決定
(1月～2月）

1日 家事事件手続法の運用上の賭問題 高裁管内の家裁において家事事件を担

当する裁判官，番妃官及び家栽鯛査官
各高裁

(一部合同開催で6庁開
催，開催地未定）

家庭局 各高裁で
決定


